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建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民
の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とし、
全国一律に適用されておりますが、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物
の用途若しくは規模に因り、建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認め
る場合においては、地方公共団体が条例で必要な制限を附加することができます。

本書は、こうした規定に基づき定められた「茅ヶ崎市建築基準条例（平成22年12月2
0日条例第47号 」の運用及び解釈について取りまとめたものです。）
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